
事業主各位 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

労務 ROAD 

社長が入れる 
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・地域別最低賃金の改定 

（青森・埼玉・静岡・三重・

京都・奈良・和歌山・島

根・広島・福岡・佐賀・

宮崎・鹿児島）  
 

・年末調整の準備 

VOL.980 

（2511-1） 

▮「スポットワーク」の労務管理について① 

次回の後編では、賃金・労働時間に関する注意点等について掲載予定です。 

～中小事業の労働保険事務は
「労働保険事務組合」への加
入が便利です！～ 
 
●「労働保険事務組合」に加
入するメリット 
 
  事業主様や家族従事者の
方も労災保険に特別加入する
ことができ、安心して仕事が
できます。 
  労働保険料の分割払いで
負担軽減（年３回の分割納付） 
  事務の効率化：労働保険の
申告・納付等の労働保険事務
は、労働保険事務組合が事業
主様に代わって処理します。 
 
お問い合わせは、労働保険事
務組合(葛城経営研究会)まで
お気軽にどうぞ！ 

 

近年、隙間時間を使った短時間の単発での働き方(いわゆるスキマバイト、スポットワー
ク)が急増しています。本紙読者の皆さまの中にも、既に利用されている、もしくは利用
を検討されている企業様もおられることと存じます。 
そこで、２回にわたり、スポットワークの労務管理上の注意点についてご紹介します。 
つい見落としがちになってしまいますが、ぜひご一読ください。 

【厚生労働省より】 

１. 労働契約締結時における注意点 

スポットワークは、事業主とスポッ
トワーカーが直接契約を締結するこ
ととなり、労働基準法等を守る義務
は、労働契約を締結した事業主に生
じます。 
 
※スポットワーカーとスポットワー

ク仲介事業者（いわゆるスキマバ
イトアプリ提供事業者）が労働契
約を結ぶものではありません。 

２. 休業させる場合の注意点 

なお、一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、労働条件の変更に該当し、事業主と
スポットワーカー双方の合意が必要です。 

労働契約成立後に事業主の都合で丸１日の休業または仕事の早上がりをさせることに
なった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となる
ので、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。 
 
※休業手当の代わりに、その日に約束した賃金を全額支払うことでも差支えはありま 

せん。 

▶誰と誰が労働契約を締結するのかを確認しましょう 

スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応
募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的
です。 
面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、
事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったも
のとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます。 

▶労働契約の成立時期を確認しましょう 

労働契約は、労働者が事業主に使用されて労働し、事業主がこれに対して賃金を支払う
ことについて、労働者及び事業主が合意することによって成立します。(労働契約法第6条） 

▶労働契約成立後は労働基準法等を守りましょう 

スポットワーク 
仲介事業者 

(スキマバイトアプリ) 

スポット 
ワーカー 

事業主 

労働契約が成立すると、事業主には労働基準法等を守る義務が生じます。予定された就
業開始前に労働条件を明示することなどが必要となります。 
 
労働条件を書面の交付などの方法で明示することは事業主の義務であり、未然にトラブ
ルを回避することにもつながります。 
 
労働条件通知書の交付はスポットワーク仲介業者が代行（アプリ内でPDFで交付等）し
てくれる場合もありますが、交付は事業主の義務なので、きちんと交付されているか、
その内容は適切か、事業主の皆さまは確実に確認しましょう。もしスポットワーク仲介
事業者から交付されていない場合、事業主から交付してください。 

▶丸１日の休業（キャンセル）または仕事の早上がりをさせることになった 

①求人掲載 ②応募 

③労働契約の締結 


